
大和市公告第３６号 

 大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例（昭和４８年大和市条例第７号）第９条の規定に

より、保存樹林等の指定を令和８年４月１日に次のとおり解除した。 

  令和８年５月１日 

大和市長 古谷田  力 

 

保存樹林 

 (1) 指 定 番 号  第３９７号 

    所 在 地  大和市福田字甲五ノ区１２０６ 

    地   籍  ３１４．００平方メートル 

 (2) 指 定 番 号  第３９８号 

     所 在 地  大和市福田字甲五ノ区１２０７ 

    地   籍  ２５７．００平方メートル 

 (3) 指 定 番 号  第３９９号 

    所 在 地  大和市福田字甲五ノ区１２０８ 

    地   籍  ３９６．００平方メートル 

(4) 指 定 番 号  第４００号 

    所 在 地  大和市福田字甲五ノ区１２１０番１ 

    地   籍  ４６４．００平方メートル 

 (5) 指 定 番 号  第４０１号 

     所 在 地  大和市福田字甲五ノ区１２１１番１ 

    地   籍  ３１６．００平方メートル 

 (6) 指 定 番 号  第４０２号 

    所 在 地  大和市福田字甲五ノ区１２７５番１ 

    地   籍  ２，５３７．００平方メートル 

 

 


